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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２４年９月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                 委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                 委   員  庄 司 邦 昭 

                 委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（養殖筏） 

発生日時 平成２４年１月１８日（水） ０６時０５分ごろ 

発生場所 愛媛県宇和島市高
たか

島南岸沖 

 宇和島市所在の坊主碆
ぼ う ず ば え

灯標から真方位０８６°１,６５０ｍ付近 

（概位 北緯３３°１２.７′ 東経１３２°２９.５′） 

事故調査の経過  平成２４年２月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

瀬渡船 わかしお丸、１２トン 

 ＥＨ２－８３７０（漁船登録番号）、個人所有 

 １３.６６ｍ（Lr）×３.７８ｍ×１.５３ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、２６５kＷ、平成１２年１０月２８日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５１歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許登録日 昭和６１年９月２６日 

  免許証交付日 平成２２年１２月２２日 

         （平成２８年９月２５日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 船底に擦過傷、プロペラに曲損 

養殖筏 １基（長さ約１２ｍ、幅約１２ｍ）が全損 

 事故の経過 

 

 本船は、船長が１人で乗り組み、磯釣り客３５人を乗せ、高島南岸

沖の養殖筏が設置されている区画（以下「本件養殖筏区画」とい

う。）付近の海域を約１２ノットの対地速力で手動操舵により南西進

した。 

 船長は、操舵室内の操縦席に座り、本件養殖筏区画の南東端に設置

された標識灯の南側を約３０ｍ隔てる針路とした後、メモを見るため

に下を向き、同業の仲間と無線で瀬渡しの場所などについての話をし

ながら航行を続けた。 

 船長は、下を向いたまま操船を続け、高島南岸沖を南西進中、平成

２４年１月１８日０６時０５分ごろ本件養殖筏区画内の南東側に設置

されている坊主碆灯標から真方位０８６°１,６５０ｍ付近の養殖筏

に衝突して乗り揚げた。 
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 本船は、養殖筏からクレーン船により、引き降ろされた後、修理の

ために自力で造船所に向けて航行した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風速 約１.１m/s、視界 良好、日

出時刻 ０７時１３分、月齢 ２３.９、月出時刻 ０２時０

０分、月没時刻 １２時３７分 

海象：潮汐 下げ潮の末期 

 その他の事項 本件養殖筏区画の南東端には、灯質毎４秒に１閃黄光、光達距離約

１.８km の標識灯が設置されていた。 

船長は、レーダーを０.２５マイルレンジ、ヘッドアップ表示とし

て作動させ、本件養殖筏区画の映像を確認していた。 

分析 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、高島南岸沖を南西進中、船長が、メモを見るために下を向

き、同業の仲間と無線で瀬渡しの場所などについての話をしながら航

行し、見張りを行っていなかったことから、本件養殖筏区画に向けて

航行して養殖筏に衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、高島南岸沖を南西進中、船長が、メモを

見るために下を向き、同業の仲間と無線で瀬渡しの場所などについて

の話をしながら航行し、見張りを行っていなかったため、本件養殖筏

区画に向けて航行して養殖筏に衝突したことにより発生したものと考

えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・養殖筏が設置されている海域では、養殖筏との距離を十分に確保

するとともに、レーダーを活用し、厳重な見張りを行うこと。 

 




